
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四
号 

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性

及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
相
当
額

の
算
出
方
法
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
十
月
三
十

一
日
以
後
に
解
散
し
た
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
以
下
「
存
続
厚
生
年
金

基
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
月
三
十
日
以
前
に
存
続
厚
生
年
金
基
金
が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る

同
法
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
相
当
額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
に
規

定
す
る
責
任
準
備
金
相
当
額
の
算
出
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別 表 第 一 
（ 略 ） （ 略 ） 

令 和 五 年 度 （ 同 年 度 の 十 月

か ら 十 二 月 ま で の 期 間 に 限

る 。 ） 

年 十 ・ 九 ○ パ ー セ ン ト 

 

別 表 第 一 

（ 略 ） （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

  

（ 新 設 ） 

 

  

 


